
  

オンライン学習するための 

パソコン又はタブレット端末を購入した 

大学生等へ補助します！ 

－ オンライン学習ＰＣ購入支援 － 

 

四街道市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、大学、専門学校等における

オンライン授業が増加していることから、学生世帯の経済的な負担軽減を図るため、新

たにオンライン学習用のパソコン又はタブレット端末を購入した大学生等に対して、購入

費用の２分の１に相当する額（上限１万円）を補助します。 

 

■対象者 

 令和３年１２月２９日以降に、オンライン授業を受講するために、新たにパソコン又は

タブレット端末を購入した四街道市内在住の大学生 など 

※令和３年度に「四街道市オンライン学習ＰＣ購入支援事業補助金」の交付を受けた

人は対象となりません。 

 

■補助金額 

 パソコン又はタブレット端末の購入費用の２分の１に相当する額（上限１万円） 

 

■申請期間 

 令和４年７月１５日（金）～令和５年３月１５日（水）（消印有効） 

 

■申請方法 

 市ホームページから電子申請又は必要書類を情報推進課に持参若しくは郵送で提 

 出 

 

 

令和４年８月１日（月） 

四街道市  報道発表資料  



 

 

 

 

■必要書類 

 ・四街道市オンライン学習ＰＣ購入支援事業補助金交付申請書兼請求書 

 ・補助対象経費に係る領収書の写し（購入者名、購入店、購入日、購入金額及び購

入品名が確認できるもの） 

 ・学生証の写し（両面） など 

 

 

お問い合わせ先  

経営企画部情報推進課 

担当：綿貫  

☎ ０４３-４２１-６１６３ 


